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上原部会長 

おはようございます。先月に引き続き、今回もWeb会議となりました

が、１６４回の船員部会を始めさせていただきます。 

 まず初めに、本日の委員の出席状況と配布資料の確認を事務局から

お願いいたします。 

 

事務局（池原係長） 

本日は、公益委員４名、労働者委員３名、使用者委員３名が出席さ

れており、船員部会運営規則第９条の規定による定足数を満たし、本

部会が有効に成立していることを御報告させていただきます。 

続きまして、今回の船員部会の配付資料を確認させていただきます。 

 

（配付資料の確認） 

 

上原部会長   

ありがとうございます。 

それでは、早速議事に入ります。第１６３回船員部会の議事録承認

について、前回の議事録が配布されておりますが、何か意義のある方

いらっしゃいますでしょうか。 

それでは、議案のとおり承認とさせていただきます。ありがとうご

ざいました。 

続いて、議事の２「管内の雇用状況」について、事務局から説明を

お願いいたします。 

 

事務局（比屋根補佐） 

令和４年７月分の管内雇用状況等の概要について御報告いたします。 

 

●求人状況について 

新規求人数は１４件でした。 

前月に比べ１１件増加、また、前年同月に比べ１０件増加となって

おります。 

月間有効求人数は１７件でした。 

前月に比べ３件増加、また、前年同月に比べ４件増加となっており

ます。 

月間有効求人数の内訳は、商船等１７件となっております。 

月末未済求人数は１５件でした。 

 

●求職状況について 

新規求職数は１０名でした。 

前月と比べ４名増加、また、前年同月と比べ６名増加となっており

ます。 
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新規求職数の内訳は、商船等１０名となっております。 

 

●新規求職者の退職理由又は求職理由別内訳について 

７月の新規求職者１０名の退職理由は、自己都合が４名、会社都合期

間満了が２名、海上勤務中の現職が２名となっております。 

新規求職者が所属していた会社所在地は、管外が７名、管内が３名と

なっております。 

 

●求職状況について 

月間有効求職数は２２名でした。 

前月に比べ３名減少、また、前年同月に比べ３名増加となっておりま

す。 

月間有効求職数の内訳は、商船等２２名となっております。 

月末未済求職数は２４名でした。 

 

●成立状況について  

７月の成立はございませんでした。 

 

●求人倍率について 

７月の月間有効求人倍率は、０．７７倍でした。 

前月に比べ０．２１ポイント増加、前年同月に比べ０．０９ポイン

ト増加となっております。 

 

●失業等給付支給内訳について 

基本手当受給者実人員は４名、支給延べ件数は４件です。 

基本手当支給額は、６２６，７７４円でした。 

その他、再就職手当の支給があり、商船等で、５１３，９９６円、

総支給額は１，１４０，７７０円でした。  

以上、管内雇用等状況の概要の説明を終わります。 

 

上原部会長   

ありがとうございます。 

ただいま事務局から説明がありましたが、何か御質問等ありますで

しょうか。 

 

柴田委員 

よろしいでしょうか。 

海員組合の柴田です。今説明のあった新規求人数が前月と比較した

場合に１１件増えていますけれども、その内訳が商船の近海区域で増

えています。沖縄県内でみると近海区域を航行している会社は、琉球

海運や南西海運あたりだと思いますが、この求人数というのは、差し
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支えなければ、どういった会社でしょうか。 

 

事務局（池原係長） 

柴田委員のお察しのとおり、近海区域を航行する会社としては琉球

海運（株式会社）、南西海運（株式会社）、もう一社（株式会社）り

ゅうせきがございます。実際に求人を出された会社としましては、「南

西海運株式会社」と「株式会社りゅうせき」になります。南西海運に

ついては、新造船の８,０００トン級のＲＯＲＯ船が就航しましたので、

その船員さんの確保もあるのかなと思っております。 

（株式会社）りゅうせきは退職者等に伴う補充と聞いております。 

 

柴田委員 

ありがとうございます。 

新造船が就航しましたが、その分の人員が充足している状況ではな

いと、理解しました。ありがとうございます。 

  

上原部会長 

そのほか質問のある方いらっしゃいますか。 

よろしいでしょうか。 

船員の最低賃金の改正に関する諮問について、事務局から説明お願

いいたします。 

 

事務局（比屋根補佐） 

船員の「最低賃金の改正に関する諮問について」の御説明をいたし

ます。 

諮問書と最低賃金の改正に関する諮問の資料に沿って御説明させて

いただきます。 

まず、改正に関する諮問についての御説明です。 

１．諮問理由について 

県内の消費者物価指数が、前年同月比で２．９％の上昇となってお

りますが、こちら食料、光熱費等の上昇が大きく影響しております。 

県がまとめた資料によりますと、県内の景気は新型コロナウイルス

感染症の影響により全体として後退しているが、一部持ち直しの動き

が見られるとしており、先行きにつきましては、コロナの感染拡大に

よる影響やウクライナ情勢によるエネルギー資源等の価格動向に十分

注視する必要があるとされております。 

また、令和４年度の春闘において内航２団体と、全内航および日本

カーフェリー労務協会が、奨励給、職務給を５００円ベースアップさ

せることで合意がありました。 

国土交通省におきましても、７月２０日に交通政策審議会で諮問が

なされたことに伴い、各地方運輸局におきましても諮問を実施するこ

とが予定されております。 
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以上のことから、沖縄管内におきましても、船員の雇用の維持や、

労働条件の改善を検討する必要があるため、沖縄総合事務局長から地

方交通審議会会長宛ての諮問書の決済が８月１５日付で下りたところ

でございます。 

これが１枚目の最低賃金の改正に関する諮問についてとなります。 

次に、２．の諮問の流れについて、 

①官報公示、意見聴取についてですが、諮問について関係船員、使

用者の意見を聞くため、意見聴取の官報公示を１５日間公示し、諮問

に関する意見の提出があった場合は専門部会の調査審議に活用する取

り扱いとなっており、現在、当局におきましても決裁の準備を行って

いるところであり、決裁後に国土交通省へ官報公示を依頼する予定と

なっております。 

②審議付託及び専門部会の設置についてですが、諮問を受け同審議

会の下部組織、船員部会に審議が付託され、さらに同船員部会に内航

鋼船運航業及び木船運航業、並びに海上旅客運送事業の業種ごとに最

低賃金の専門部会が設置されることとなっており、審議につきまして

は、管内では内航鋼船運航業、海上旅客運送業の２業種について、公

益委員、労働者委員、使用者委員の各２名、計６名で最低賃金専門部

会を設置して行うこととなります。 

最低賃金専門部会の委員は、船員部会の委員から部会長が指名する

となっておりますが、内航鋼船運航業と海上旅客運送業につきまして

は、使用者側の委員が船員部会の委員だけでは不足してしまうため、

沖縄地方内航海運組合と沖縄客船協会から御推薦いただいた方に使用

者委員として就任いただくよう、現在準備中でございます。 

③最低賃金専門部会の審議日程ですが、船員部会と同日に開催を予

定しておりまして、第１回目を１１月１７日木曜日、第２回目を１２

月１５日木曜日としているところでございます。 

開催方法につきましては、対面での開催を原則としておりますが、

コロナウイルス感染症の状況によってはウェブ開催とさせていただく

場合もあります。 

また、時間につきましては、船員部会を１３時１５分から開催し、

内航の最賃部会を１４時１５分から、そして旅客の最賃部会を１５時

１５分からの開催とさせていただきたいと思いますので、何とぞよろ

しくお願いいたします。 

最低賃金専門部会での審議決定を受けまして、沖縄総合事務局に答

申する予定となっております。 

④官報公示意見要旨についてですが、答申後は意見要旨の官報公示

を１５日間行いまして、異議申し立てがなければ３０日間の決定官報

公示を得た後に、予定としては３月下旬頃、最低賃金の効力が発生す
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ることとなります。 

本日は詳細な資料等の準備はしておりませんが、委員の皆様には事

前に資料等を配付して審議が円滑に進んでいくよう努めてまいりたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

説明は以上でございます。 

 

上原部会長   

ありがとうございます。 

去年も最賃に関する諮問がなされましたけども、昨今の状況を踏ま

えて再度諮問がなされております。ただいまの説明について何か質問

等はございますか。 

事務局には申し訳ないですが、予定の１１月１７日はどうしても外

せない業務がありまして、私が対応するとなると１１月１６日に変更

できないかなと思っているのですが、若しくは代理で行っていただく

ことができますか。 

 

事務局（池原係長） 

１１月１６日の日程調整と、代理の方で対応できるかは確認させて

いただいてよろしいですか。また、後日連絡します。 

 

上原部会長   

ありがとうございます。 

それでは、意見交換に移りますが、何か意見ございますか。 

 

漢那委員 

海員組合の漢那です。 

質問は、台湾海峡、台湾航路の問題です。アメリカのぺロシ下院議

長の台湾訪問で、今、台湾の周りは中国軍が演習をしております。 

台湾航路を航行する琉球海運、私もその会社の出身ですが、その船

員の家族から大丈夫かという心配の声がきております。 

こういうハイリスクの状況の中で、沖縄総合事務局は航行許可を出

しており、海上保安庁は水路通報や演習区域の連絡を行い、会社と船

舶の皆さんが理解、把握していますが、あの危険な海域に運航させて

いることを疑問に思っています。沖縄総合事務局がこの許可を出して

いることについて、沖縄県や国の機関はどういう見解なのか、その辺

の見解を聞かせていただきたいと思っておりますのでお願いします。 

 

事務局（山口調整官） 

沖縄総合事務局運輸部危機管理担当の山口でございます。 
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ただ今、漢那委員からの御指摘がありました。８月４日の中国のミ

サイルが排他的経済水域に落下した件、国土交通省海事局がその情報

を受けて、即座に琉球海運と南西海運に状況確認を行ったということ

と聞いております。これは我々地方よりも早く、ダイレクトに本省が、

両事業所に連絡を取っておりますので、やはり重大な事案であったと

いう認識があったと思っております。 

 今後についても、もちろん事前にそういう情報等があれば両事業所

含めて、漁業者にも連絡がいくと思いますけど、それについて本省か

らは鋭意情報収集に努めていきたいという言葉しかまだいただいてお

りません。 

 以上でございます。 

 

上原部会長   

ありがとうございます。今の回答ついて何かありますでしょうか。 

 

漢那委員 

情報収集って毎回、南西海運も琉球海運は台湾の定期航路を運航し、

漁船も北海道の中型イカ釣り船など今尖閣周辺で漁をしています。 

その危険な区域で運航していて、情報収集って、事が起こってから

ものをやろうとしているのかなと思えます。国交省もそんな甘い考え

方で問題ないですかね。 

逆に言うと、台湾海峡というのは日本の大事な貿易、シーレーンに

なっている、ここをハイリスクエリアになって止められるって言った

ら日本の本当に経済に関わるような問題じゃないかなと思っている、

あまりにも危機感がなさ過ぎるじゃないかなと。 

それと乗組員は、もうそういう危険な海域に命をかけて運航してい

るわけです。家族はそれを心配しているわけです。 

今、沖縄支部にも台湾航路の安全協議会なり、何なり会社と連絡取

れていつでも情報収集できるように体制づくりをとってくれというこ

とで要請をしております。 

ですので、今みんな不安がってどこに話をすればいいのか、まさか

会社は船長責任で運航している何て言わないと思いますが、中には行

きたくない人もいるかもしれないのに、それで無理やり行かせるよう

なことがないように、本人の同意書を取るなり、意見を聞くなり、職

場委員もいるわけですから会社のほうも現場を安心して運航できる体

制づくりをその辺抜かりなく安心して安全に運航できる体制づくりを

沖縄総合事務局も海上保安庁も県も、みんな一体となってやるべきじ

ゃないかと思っております。 

 以上です。 
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上原部会長 

ありがとうございます。 

今の意見について宮城委員お願いします。 

 

宮城委員 

今回の事態については、乗組員の安全、生命を守るという立場から

大変重要視しております。 

我々の運航基準というのは、安全管理規定に基づいて、運航の可否

判断、あるいは変更というものは、全て行われております。その中で、

今回のような事態を想定した形のものではありません。 

従って、これからそういうものも想定した形の運航基準を作り上げ

ていくということの必要性を痛感しております。 

とりあえずは、対策本部を会社に立ち上げて、事前にそういった場

合の運航について、会社としてきちんと対応していくという体制づく

りを早急につくっていきたいと考えております。 

ちなみに今回については緊急事態ということで、運航を一日延期し

て、状況を見た上で船のスケジュールを変えて、変更して運航させて

いたという経緯であります。 

いずれにしても、これからも安全管理規定、運航基準は、そういっ

たものも想定してつくっていくという必要性を感じております。 

ついては、沖縄総合事務局、県、それから国もそうですけど、国民

保護法に基づく我々もその自治体が指定する地方公共機関であります

ので、そういった有事が想定されるような海域に船が航行する。そう

いうものについても国、県、それから我々含めて対策をしていく、協

議していく場がほしいと思っております。 

以上です。 

 

漢那委員 

宮城社長、ありがとうございました。 

今、乗組員のほうもどこに言えばいいのかというのも不安がってお

りますので、ぜひとも現場意見も聴衆しながら聞いていただいて、安

心して家族も乗組員も運航できるように、本当にいつ何が起こるか分

からない状況だと僕らは思っております。 

国交省も気にかけてはいるということですけれども、例えば、今、

ハイリスクエリアと言われている地域で、ソマリア沖アデン湾とかで

すね。西アフリカで海賊行為が行われていて、今そこに自衛隊が派遣

されて、商船を安全に航行できるような体制づくりとか。 

あと、船主団体は、国と海員組合も一緒に緊急連絡体制というもの

をとっております。組合船が、日本の船が攻撃を受けたりしたときは、
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緊急連絡がすぐ海員組合にも入るようになっておりますので、できれ

ばそういう地域バージョンもつくってもらって、うちとも台湾航路の

安全協議会をもって、安心して運航できるような体制づくりをもって

いきたいと考えておりますので、沖縄支部と連携を図って、ぜひとも

取り組んでいただきたいと思っておりますので、お願いしたいと思い

ます。 

 以上です。 

 

上原部会長 

柴田委員何かありますか。 

 

柴田委員 

まさに今お話しされたところを、先週から会社や島仲委員ともいろ

いろ連携をとりながらやっているところでございます。 

私も直接船に行って運航していた船長に話を聞くと、やっぱり１０

０％安全というものが誰も保障できない状況で、当時はかなり判断が

非常に難しかったという話を聞きました。 

 今、宮城委員からおっしゃられたとおり、基本的にこの台湾航路

に対する国の考え方、これを琉球海運だけではなくて、国、県、そし

て沖縄総合事務局、ここもしっかりと捉えて話をする場、そして情報

を共有する協議会なのか、そういったところが僕は必要だと思ってい

ます。 

乗組員は、命を懸けてまでこの荷物を運ぶという安心感は正直ない

と僕は思っています。とにかくリスクを避けてという状況で運航して

いるというのが僕は実態だと思います。 

あれ以来マスコミもあまり報道もされませんし、あまり表立ってき

ませんけども、いつ何が起こってもおかしくないという状況は、現場

サイドとして非常に危機感はもっている状況なので、宮城社長のほう

とも、今後、安全と人命を第一に考えた内容でいろいろお話し合いを

して行きたいと思っておりますので、今後もよろしくお願いします。 

そして、ここにおられる皆さんからも、アドバイス、御意見等いろ

いろ受ける形もお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 

上原部会長 

ありがとうございます。 

以上３名の方からコメントありましたけれども、事務局から追加で

説明ございますか。 
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事務局（山口調整官） 

沖縄総合事務局危機管理担当の山口でございます。 

本日いただいた意見につきましては、私から海事局に確実に伝えて、

本省としての対応というのも確認できる範囲で聞いてみたいと思いま

す。 

以上です。 

 

上原部会長 

ありがとうございます。 

 そのほか、御意見がある方いらっしゃいますか。よろしいでしょう

か。 

 それでは、以上もちまして「意見交換」は閉じさせていただきます。 

 次回の開催について事務局から連絡をお願いいたします。 

 

事務局（池原係長） 

９月の船員部会は､９月１５日木曜日､５階海技試験室１１時より予

定しております。後日、改めて案内の文書を送付いたしますので、出

席できない場合は事前に事務局まで御連絡ください。 

また、今回の議事録案は後日メールで照会させていただきますので、

よろしくお願いします。 

 

上原部会長 

ありがとうございます。 

 それでは、以上もちまして、本日の船員部会を終了させていただき

ます。ありがとうございます。 


